
■ T1－H 004 

   第 ３ 種          法 規             

  

注１ 問題文中に｢電気設備技術基準｣とあるのは，｢電気設備に関する技術基準を定

める省令｣の略である。 

注２ 問題文中に｢電気設備技術基準の解釈｣とあるのは，｢電気設備の技術基準の解

釈における第１章～第６章及び第８章｣をいう。なお，｢第７章 国際規格の取り

入れ｣の各規定について問う出題にあっては，問題文中にその旨を明示する。 

注３ 問題は，令和５年４月１日現在，効力のある法令(電気設備技術基準の解釈を

含む。)に基づいて作成している。 

  

ＡＡ問題(配点は 1 問題当たり 6 点) 

 

問１ 次のａ)～ｃ)の文章は，主任技術者に関する記述である。 

その記述内容として，｢電気事業法｣に基づき，適切なものと不適切なものの組

合せについて，正しいものを次の(1)～(5)のうちから一つ選べ。 

ａ) 事業用電気工作物（小規模事業用電気工作物を除く。以下同じ。）を設置す

る者は，事業用電気工作物の工事，維持及び運用に関する保安の監督をさせる

ため，主務省令で定めるところにより，主任技術者免状の交付を受けている者

のうちから，主任技術者を選任しなければならない。 

ｂ) 主任技術者は，事業用電気工作物の工事，維持及び運用に関する保安の監督

の職務を誠実に行わなければならない。 

ｃ) 事業用電気工作物の工事，維持又は運用に従事する者は，主任技術者がその

保安のためにする指示に従わなければならない。 

  

- 1 -
 

 ａ)  ｂ)  ｃ) 

(1) 不適切  適切  適切 

(2) 不適切  不適切  適切 

(3) 適切  不適切  不適切 

(4) 適切  適切  適切 

(5) 適切  適切  不適切 
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